
長岡市告示第３７７号 

 

長岡市国民健康保険条例（昭和３４年長岡市条例第３号。以下「条例」といいます。）

第１５条第１項に規定する一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率、条例第１５条の５

の５第１項に規定する被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率、条例第１５

条の９第１項に規定する介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率及び

条例第１５条の１４第１項に規定する被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率を次のとおり決定したので、条例第１５条第３項、第１５条の５の５第３項、第

１５条の９第３項及び第１５条の１４第３項の規定に基づき告示します。 

 

令和８年６月２６日 

 

長 岡 市 長  磯 田  達 伸 

 

１ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率  

 (1) 所得割（条例第１５条第１項第１号）          １００分の５．０７ 

 (2) 被保険者均等割額（条例第１５条第１項第２号）       ２３，１０６円 

 (3) 世帯別平等割額（条例第１５条第１項第３号ア）       １４，７８６円 

 (4) 特定世帯別平等割額（条例第１５条第１項第３号イ）      ７，３９３円 

(5) 特定継続世帯別平等割額（条例第１５条第１項第３号ウ）   １１，０９０円 

 

２ 被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率  

 (1) 所得割（条例第１５条の５の５第１項第１号）      １００分の２．２０ 

 (2) 被保険者均等割額（条例第１５条の５の５第１項第２号）   １４，０５５円 

 

３ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率 

 (1) 所得割（条例第１５条の９第１項第１号）        １００分の１．９０ 

 (2) 被保険者均等割額（条例第１５条の９第１項第２号）     １４，４２９円 

 

４ 被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率 

 (1) 所得割（条例第１５条の１４第１項第１号）       １００分の０．２５ 

 (2) 被保険者均等割額（条例第１５条の１４第１項第２号）     １，５６７円 

 (3) １８歳以上被保険者均等割額（条例第１５条の１４第１項第３号）   ４８円 


